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第１２期千葉県生涯学習審議会第４回会議及び 

 平成３０年度第１回千葉県社会教育委員会議議事録 

平成３０年５月２３日（水） 

午前１０時００分～１１時５０分 

千葉県教育庁 企画管理部会議室 

 

 出席委員（敬称略五十音順） 

 大田 紀子   重栖 聡司   久留島 浩   高田 悦子 

高橋 みち子  田村 悦智子  福田 正明   望戸 千恵美 

 

 出席事務局職員 

千葉県教育庁教育振興部長           奥山 慎一 

   千葉県教育庁教育振興部生涯学習課長       吉野 光好 

   千葉県教育庁教育振興部文化財課長       古泉 弘志 

   千葉県立中央図書館長              石橋 芳継 

さわやかちば県民プラザ副所長          田中 祥子 

   千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 

    主幹兼学校・家庭・地域連携室長        常世田敏彦 

    主幹兼社会教育振興室長           松田 裕二 

     学校・家庭・地域連携室    副主幹    真下  誠 

     社会教育振興室  社会教育班  主席社会教育主事兼班長 

                          山内 一浩 

        同          社会教育主事 齋藤  信 

        同          社会教育主事 小泉 憲治 

同          社会教育主事 後藤 知憲 

千葉県教育庁教育振興部文化財課 

    主幹兼学芸振興室長             植野 英夫 

     学芸振興室         副主幹    乃一 哲久 

   葛南教育事務所指導室      社会教育主事 橋本 哲史 

   東葛飾教育事務所指導室     社会教育主事 角田 敏雄 

北総教育事務所指導室      社会教育主事 髙瀬  裕 

     同          社会教育主事 菅井香代子 

東上総教育事務所指導室     社会教育主事 久我 康之 

     同          社会教育主事 行木 邦光 

南房総教育事務所指導室     社会教育主事 松本 幸雄 
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１ 開 会 

 

２ 挨 拶  （教育振興部長挨拶） 

       （会長挨拶） 

 

３ 議 事 

（１）県立博物館・美術館の今後の在り方について【生涯学習審議会の取り扱い】 

    〔事務局から説明〕資料参照 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 では、議事の（１）県立博物館・美術館の今後の在り方について審議を

進めていきたい。本日は議事資料１－５に時間を多くかけたいと思ってい

る。事務局には、初めに議事資料の１から４をまとめて説明してもらって

審議し、その後、資料５の説明・審議へと移っていきたい。 

 それでは事務局、まず１から４のところについて説明をお願いする。 

 

【事務局の説明 資料参照】 

 

 事務局のほうから、これまで各委員からいただいた意見も取り入れた資

料を作成し説明をしてもらった。本日のこの会議も充実したものとしたい

と考えているので、委員の皆様には活発な発言をお願いしたい。 

 それでは、ただいまの１から４までについて、質問、意見等があれば伺

いたい。考察する時間を少し取る。また、質問等でもよいので、お願いし

たい。 

 

１４ページのホームページのアクセス件数の表をみると、２６年度から

２９年度は、「アクセス件数が増えてない。減っている」と解釈してよろし

いか。 

 

年によって波があるが、１００万台前半の中で推移していることは間違

いない。ただ、今年の４月からホームページのデザインを一新した。今年

の４月以降の結果だと、かなりアクセス件数は伸びている。このようなリ

ニューアルが必要だと考えている。 

 

これまでは、あまり更新されてこなかったのか。 

 

５年に１回ほど（ホームページ管理の）契約を切りかえてきたので、そ

の関係があると思う。 
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議長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

他にいかがか。 

 

１５ページの特別展示会は、各博物館で年１回ということなのか。複数

回やっているということなのか。 

 

各博物館では、企画展、特別展は、おおむね年１回は行っている。その

他に収蔵資料を展示する収蔵品展や話題性のあるトピックス展を、通常４

～５回の頻度で開催している。 

 

表１１については、会期と入場者の関係を明確にするために１日当たり

でまとめると、比較しやすいと思う。１日当たり、どのぐらい入るかとい

うことが、重要なので、実施したほうがよいと思う。 

それから、文化財保護法の改正の問題は、ここに書かれたとおりでよい

と思う。しかし、これをベースにすると、「ユネスコの勧告」が実はもっと

重要になるので、２０１５年の「ユネスコの勧告」について記述すると良

い。ユネスコが何十年ぶりに勧告したものであり、博物館にとってはかな

り重要な勧告である。文化財保護法の趣旨のところに、文化財は今後、将

来に向かって継続的に維持するためには経済的な基盤をつくるなど、いろ

いろなことが必要だということがきちんと書いてある。 

 もう１つは、文化財の被災の問題に対処するため、文化財資料救済ネッ

トワークが構築されている。千葉県では、いわし博物館が爆発したときに

いち早く救済体制がとられた。それが千葉県内文化財の災害対策について

考えるきっかけになった。全国的にも博物館や行政が中心となったケース

では早い方だ。それについてもう少し記載してもよいと思う。 

さて、その博物館資料救済ネットワークの活用事例が現在１０例くらい

は発生しているが、その時に、保管体制の問題がとても重要になる。一時

的な保管、要するに被災したものをすぐに保管する。そして、長期的に保

管する。一時的保管を考えると、この狭隘な収蔵庫の状態では、とても手

が出ない。もしもの時、人員を出して救済することはできるかもしれない

が、本当に重要な一時的な保管という問題が解決できない。そのあたりに

ついても少し課題として書いたほうがよい。 

 

意見ありがとうございました。議事の資料について具体的な指摘をいた

だいた。今後、教育庁として、事務局として取り扱う場合の示唆もいただ

いたと思う。この件について、事務局はどう考えるか。 

 

今、指摘いただいた点を次回審議会で提示できるように、文章化したい。 
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会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 よろしくお願いしたい。委員の皆様、他にいかがか。 

 

１４ページ、ホームページのアクセス件数について質問する。こちらは

単純に１日当たりのという形で割った数が出ている。日々チェックはされ

ているかと思うが、例えば月次報告等でアクセスが増えていたら、「どうい

った内容に県民のアクセスが多いのか」「どういったところに県民は関心を

持っているか」などについて、博物館や担当課で、情報共有していること

があるのであれば、教えてほしい。 

 

博物館のホームページ管理は、全部まとめて一括して契約をしており、

毎月アクセス件数の報告がある。それをもとに、その情報は全館で共有し

て、それぞれ自分たちの館がどれだけ伸びているか、減っているかを分析

している。大きな傾向としては、先ほど他の委員からも指摘のあった特別

展や企画展の開催直前になると、一気にアクセスが伸びている。あと、特

殊なケースだが、房総のむらという体験型施設では、３月の末から翌年度

の受け付けを開始するが、アクセスが一気に10倍ぐらいに伸びる。いつ、

どんな体験ができるかということを知るために、学校関係のアクセスが増

えるためである。 

 また夏休みには、多くの家族連れに博物館を利用していただく。特に現

代産業科学館ではプラネタリウムを夏季に特化し実施している。10分置き

ぐらいに混雑状況をホームページにアップするが、そこへのアクセスが夏

になると急激に伸びてくる。このような傾向がある。情報の確認や共有し

た内容で、一例を述べさせていただいた。 

 

ありがたい。一生懸命やっている努力は大いに資料として出していただ

ければよいと思うので、お願いしたい。 

 

３ページの上総博物館は木更津市へ移譲、安房博物館は館山市へ移譲と

いうのを図に記載してあるが、その博物館に関しては、その地域や博物館

の考え方でいろいろなものを展示してよいということか。また、いろいろ

なものを収集してよいということか。 

 

 安房博物館は「館山市立博物館分館」、上総博物館は「木更津市郷土博物

館金のすず」になり、地元の文化財や資料収集・保管や、あるいは市民団

体の文化活動の会場として使うようになり、地元で活性化を進めていると

ころである。今、田村委員の指摘にあったように、地元で十分に活用いた

だている方向で進んでいると、県としては認識している。 

 実際に活性化が進んでいるのかという点で言うと、上総博物館は閉館す
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委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

る直前は、１万５０００人ぐらいの入館者を数えていたが、「金のすず」に

なってからは、それ以上の数が毎年入館している状況である。安房博物館

については、４万から５万の入館者が年間あったが、今、周辺に商業施設

などもできて、１２万から１５万と、３倍ぐらいに増加し、かなり活性化

しているということがわかる。 

 

思い付きで場違いかもしれないが、実はＸ‐ＪＡＰＡＮのドラムをいた

だいている。それを保存するところがみつからなくて、思案中である。館

山出身で、世界的なアーティストなので、展示したら入場者数も増えるの

ではと思った。このような展示は可能か。館山市が承諾すれば、よいとい

うことか。 

 

 館山市の判断となる。 

 

 承知した。それを確認したく質問した。 

 

１４、１５ページのホームページと展示会実績について質問する。各博

物館でこういった展示会の資料をホームページに挙げていると思う。図書

館では日常的にレファレンスが飛び込んでくる。特に地域資料を調べてい

く時、博物館のホームページを見て市民の方に納得してもらうことが結構

ある。近年のデジタル資料は、幅広くなっていると思うが、過去の展示会

の資料が見れるのか。言い換えるならば、過去に展示会の資料としてアッ

プしたものを、その後また見直して、デジタル資料として活用することは

あるか。 

 

 今、委員の指摘の部分は非常に遅れている部分である。展示会というの

は、１回作り上げて見てもらったら、その後、借りた資料は、持ち主であ

るそれぞれの機関に返却する。だから、記録をとって、それを映像で残す

とか、記録集として残すというのが本来の取り組みとして行うべきだと思

う。今日、出席の久留島委員の国立歴史民俗博物館だと、特別展をやった

ら、必ず動画で残して、それをいつでも誰でも閲覧できるという仕組みを

つくっているので、そういったものの事例も参考にしながら、今後、そう

いった取り組みも進めていきたい。 

 

非常に遅れているという認識は持っているとのこと。国立歴史民俗博物

館は、企画展・特別展の記録についてかなり進んでいるということか。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

話にあったように、展示というのは１回やると終わってしまう。後で見

たい方がいても、記録を残さないと、図録だけではどういう展示になって

いるか理解しづらいので、それを記録映像に残すということを、いつの頃

か今はっきり記憶していないが、やり始めた。 

 ただ、なかなか難しい問題があって、その時限りで展示している資料を

後世までずっと見せ続けるためには、あらかじめ許可を取っていなければ

ならない。手続的にはなかなか面倒であり、実は私たちもデジタル化して

アップしたいと思うが、それはとてもできないのが実情だ。結果的には、

そこへ出向いてもらって、そのブースで見てもらうしかない。そういう限

界は実は持っている。だから、もう少し記録で残して共有できるような仕

組みが本当は必要かもしれない。 

 

 少し補足する。現在、許可がとれたもの、著作権上の問題でいろいろな

クリアしたものについてだけ、県でも番組をつくって、デジタルミュージ

アムとして７１番組ほど公開している。小さな歩みではあるが取り組みは

進めている。 

 

私はフィールドミュージアムも大好きだ。千葉県もよく実施していると

認識している。 

さて、既に実施していることかもしれないが、本格的な環境調査という

か、市場調査はされているのか。その結果を少し取り入れるべきと感じた。

例えば、（博物館が）どのような市民を受け入れているかという具体的なデ

ータを入れても良いのではないかと思う。 

 誰が展示に来ていないのかというデータは意外と大事で、大体どこへ行

っても、熱心な方はみんな同じで、来館する方も比較的同じ。私は７割ぐ

らい固定客ではないかと思う。３割ぐらい新しい方がいるので、どんどん

人数的には増えていくのかもしれないが、ただ、どういう方が来てなくて、

どういう方をこれから対象にするのかを少し考えたほうがよい。 

それは今後の在り方のところでも恐らく出てくることであろうが、その

前提として、観客調査や動向調査を実施しているのであれば、単に人数の

数値だけでなく、どういうことに興味を持っているのか等の内容をどこか

に入れてほしい。 

 

意見ありがたい。事務局、いかがか。 

 

 サンプル調査を各施設でやっているので、そういったデータや傾向を踏

まえて、記述できるように検討していきたい。 
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議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 よろしくお願いしたい。他にいかがか。それでは、資料１から４はここ

までにして、資料の５について、事務局から説明をお願いする。 

 

【事務局の説明 資料参照】 

  

この資料５の部分が本日のメインとなるので、どの箇所からでも結構な

ので、こういった記述の仕方はどうかとか、最終的には在り方検討の方向

性まで、委員の皆様から質問も含め意見を頂戴したい。  

 

博物館の今後の在り方ということであるが、いわゆる一口に言う人生 

１００年時代という中において、様々な年代で様々な考え方、様々な思い

があって、よい時代にどんどんなっていく。博物館・美術館で行うことも、

これまでやってきたこと以外は絶対だめというような、いわゆるタブーは、

全くない状況になっていくと思う。そういう意味で、これまで様々に集め

た資料が千葉県の美術館、博物館においては、強みになると思いながら、

このお話を聞いていた。よって、今後、企画力がすごく大切になってくる

と考えると、専門家の専門性をより高めるためにも、さまざまなところに

研修に行ってもらい、よい意見や考えをたくさん千葉に持って帰ってきて

いただく中で、さらによいものを地域の中で広げていってもらうことが鍵

になってくる。 

 デジタルミュージアムの件も、デジタルで拝見しても、それで完結して

しまうことはないと、自分の子供たちを見て感じている。今や１０代でス

マホを持つ時代であるが、デジタル情報で見たからといって、それで終わ

ることはないというのは最近の子供たちを見ていてよく思うことだ。何か

興味があると、また、よく知れば知るほど、かえって、それを現実に見に

行こうというアクションを起こす。情報をシェアしやすい世代だからこそ、

よいホームページの情報があれば、あっという間に、ＳＮＳで共有をし、

実際にみんなで出かけようかというところにつながると思う。専門性の高

い、情報密度の濃いものをデジタルで配信していくことで、来場者数アッ

プにつながると思う。 

  

 貴重な意見ありがたい。今の意見に、事務局、何かあれば発言いただき

たい。 

 

 先ほど県立博物館のホームページのデザインをこの４月から一新したと

申し上げた。確かに現代は、スマートフォンをあらゆる世代の人が持って

いるので、スマートフォンでも自動的に見やすくなるように変化できるデ

ザインに４月からしている。これからアクセスがどんどん伸びていくこと
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議長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を期待していきたい。 

 また、今、話にあった、情報をシェアするというソーシャル・ネットワ

ーキング・サービスについては、全施設では、まだ行っていない。ツイッ

ターは、美術館、中央博物館本館や分館海の博物館、そして房総のむらで

実施しています。他の施設ではまだできてないので、先行事例の成功例・

失敗例を参考にしながら、今後、そういった取り組みを広げていきたいと

思います。また、このことに関する記述については盛り込めるように事務

局で検討していきます。 

 

検討してください。他にいかがか。 

 

 実は今の意見と重なっているが、すごく大事なことだと思うので意見を

述べる。専門の研究者、学芸員の方たちの長期的な育成について記述して

ほしい。一番初めのところに「人材育成」と書いてあるが、自然や文化を

愛する人材、要するに地域で主体となっていく人たちは、絶対重要であり、

地域おこしをするためには、そういう方々が増えていかないと無理だと思

う。しかも、その方々を、ある意味では教育したり、それからアドバイス

をしたりするような専門家は、まさに県の側で持ってないといけない。そ

ういう人材を計画的に育成することが大切だ。 

 今もこれからも、博物館・大学において、恐らく人員削減というのは進

んでいくだろう。例えば千葉大教育学部でもそうだと思うし、文学部でも、

歴史の教員の数がどんどん減っていく。例えば、昔は、日本史の教員が千

葉大学の文学部に５人はいたが、今３人になっている。下手をすると定員

不補充となっていく。大学でも専門的な人員からどんどん減らされていく。

恐らく県でも市町村でも、そういう専門的な人員を減らしてしまう可能性

があると思う。財政の問題を考えたり、それから行政改革の問題を考えた

りすると、そんなに簡単に増やせとは言えないが、ただ、計画的に専門的

な人材は育成しないといけない。大学の機能が弱っているからこそ、博物

館もまた、計画的に人材育成をしないと、なかなか後継者ができない状況

なので、できれば人材育成について加筆していただきたい。 

 それからもう１つは、やっぱり情報化時代についてである。私はデジタ

ル人間ではなくてアナログ人間なので、いつでもアナログに戻りたいと思

っているが、ただ、情勢から言うと、今、政府が言っているような第４次

産業革命・Ｓｏｃｉｅｔｙ（ソサエテイ）５．０が、あのように政府広報

に出ると、ＡＩ、インターネット、それからメタデータという、この３つ

がキーワードになって進んでいくと思えてくる。それが全部良いと思って

いるわけではないが、この在り方の中に１つ、情報化時代の中で何をする

かということを具体的に書いてもよいと考える。ＳＮＳだけじゃなくて、
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委員 

 

もう少し情報をデジタル化していく。デジタル化を進めることによって共

有できるようにするということを一言入れてもよいと思うし、そういう情

報化時代に対応することを入れてほしい。 

 それから、２２ページの展示の問題で、展示施設の改修も必要だと記述

してあるが、もう少し強調して書いてもよいと考える。展示施設というの

が大体２０年から３０年が寿命であろう。展示の機器そのものが２０年は

もたなくなっているので、２０～３０年でリニューアルしないといけない。

ただ、建物そのものをリニューアルするだけでなく、展示が自由に変えら

れるような体制について、もう少し強調して書かれてもよい。そうしない

と今後、博物館の予算が少なくなる可能性がある。結局、一番初めにはリ

ニューアルができない事態や、常設展示がいつでも同じであるという状況

に陥ってしまう。よって、施設の経年劣化や展示機器の破損・自由な体制

について、少し入れて作成してほしい。 

 

何点か、記述の仕方について意見があった。事務局、何かあるか。 

 

 今、委員の言われた専門職員の削減については、図書館も危機感を持っ

ている。３館を集約して機能を充実させていきたいと考えているが、一方

で行政改革の話も進んでいるので、専門職員の削減につながらないように、

図書館としての機能をどうやってアピールしていくかということを考えて

いる。その点は博物館と同じような問題意識を持っている。 

 

突然の指名で申し訳なかった。久留島委員が述べたように、千葉大の教

育学部は退職すれば原則不補充なので、そういう厳しい状況の中で新しい

教育課程に入らなくてはならず、私どもも非常に苦労しているところであ

る。事務局、何かあれば続けてお願いしたい。 

 

今、久留島委員のほうから人材育成の件と、情報化時代における本物を

保管している博物館側の訴え方、あとは展示のリニューアルについてとい

う３点は、記述についてもう少し検討してはどうかという指摘があったと

おり、どれも大変重い課題である。もちろん、今回の見直しの中で、そう

いった部分も強化されていかなくてはならないと、事務局も考えているの

で、前向きに受けとめて検討していきたい。 

 

 よろしくお願いしたい。他にいかがか。 

 

先ほど博物館に来てもらうだけではなくて、オンデマンドという形で外

へ出ていくという話があった。実際、今、学校側の授業はとてもタイトだ



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と思うので、学校の授業の中に出向いていったりする例はあるのか。また、

そのような出張授業のような講座は、今後どうして行きたいのかを聞きた

い。 

 例えば、市町村の博物館や美術館では、人がたくさん集まるような展示

や、人の目を引くようなイベントを考えて、地域の町おこしや観光事業と

一体になったものを企画することで、まず博物館に来てもらったり、博物

館の建物を利用してもらったりすることによって、展示を見てもらうとい

う考え方があると思うが、県立博物館や県立美術館は、そういうものとは

少し違うのではないかと、この会議を通して思った。どうしても博物館や

美術館の在り方を考えるときに、先ほども数字が出ていましたが、来場者

数等、そういう数値で評価するしかないのかというのが個人的な疑問であ

る。その辺をどう考えているのかを知りたい。 

 

 博物館の外に出ていくことに関しての現状と今後の考え方について、資

料18ページの図15「美術館 学習キットの貸し出しと講師派遣」がある。

これはある小学校に、博物館の職員と学習キットを一緒に持ち込んで、そ

こで美術の授業をやったという事例である。こういった学習キットは、全

部で２０数種、各博物館でそれぞれ持っている。例えば現代産業科学館で

すと、科学の授業に科学キットを持って職員が出向くプログラムがあり、

中央博物館ですと、標本のキットを持って理科の授業に出向くプログラム

がある。それぞれ、学校側のオーダーによって実施している。 

 

 利用は増えてはいるか。 

 

 キットを使った活用で、大体、年間で全施設合計４００件ぐらいはある。

今後も引き続き、活用を検討していきたい。 

 もう１つ、別の取り組みとして、大利根分館の取り組みがある。小学校

３年生の授業で昔の暮らしを学ぶときに、まさに博物館が持っている昔の

民具や生活調度品などを学校に持ち込んで、これは一体何に使うのかとい

うことを、実際に手にとって使ったり、いろいろ分解してみたりして学ぶ

という出前授業をやっている。これは他の博物館にも広まっている。 

 ただ、今述べたように、そういった昔の調度品は、どちらかというと生

活に密着した一般的な物になっており実施しやすい。しかし、本格的な美

術工芸品や、非常に価値のあるものを持ち出して使うかというと、それは

なかなか難しいところがある。その辺のところの仕組みは、資料の保存と

の兼ね合いの関係で、事業の展開について今後さらに検討していかなけれ

ばならない。また市町村の施設等でも、このようなプログラム等をやって

おり、県立がやることと違うのではないかという指摘もある。これについ
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ては、まさに県域を俯瞰した中で、県立博物館には、どのような役割と使

命があるのかを再検討しながら検討していきたい。 

  

出前授業というのは、県内の学校全てに開かれているものなのか。 

 

 各学校には、案内を出しているので、関心を持つ学校には、毎年呼んで

もらっている。 

 

 ２２ページのデジタルミュージアムについて、単独でのデジタルミュー

ジアムではインパクトが小さいが、各博物館が連携して集合体によるデジ

タルミュージアムでは、使いやすいし、インパクトも大きくなり、よい取

り組みだと思う。このような所蔵資料に基づくデジタル化には、多くの予

算と、それをやっていける高度なテクニックを持つ人材が必要となるが、

市町村のレベルではなかなか難しい状況にある。こういった取り組みを、

例えば県の主導で市町村レベルに呼びかけしていくことはどうか。 

 

資料５の中で、今後の県立博物館の役割の１つとして市町村立博物館の

支援があるので、まさにこれから取り組まなければならない課題である。

県立博物館の一例であるが、デジタルミュージアムは必ずしも大きな予算

をつけて職員だけで構築するというものだけでなく、大学と連携して  

ウエブデザインを研究している学生さんたちの力を借りながら番組をつく

った事例もある。そういったノウハウを市町村とも共有しながら、よい方

向に進めていきたい。 

 

方向性はとてもよい。やっぱり博物館の役割として、全部の機能を専門

的に県が備えるというのは難しい。限られた予算もあったり、収蔵するス

ペースも限られていたりということがあるので、千葉県の博物館として、

強み・特徴を出してほしい。それから、一般には見えない部分の専門性に

ついて、例えば収蔵品の保管の専門員の方がいる等といった特徴をもって、

県立の博物館・美術館として、しっかり存続していく。その上に専門性を

どう見せていくのかについて、教育の普及に書いてある。そこにも子供た

ち向けの展示、加えて、先生方向けの研修会も考えられている。例えば県

の他課と連携して悉皆研修の一環に取り入れてもらうとよい。また研修の

後の実践をどのように展開し、どのような広がりを見せたかについて、研

修の効果も検証してもらいたい。 

学校では、遠くまで行くよりは、近くにある施設を利用して学習してい

くことが、主な活動になってくると思うが、地域の施設が県立の施設と連

携し、県立の施設が全部担うんじゃなくて、うまくシステム連携をとって
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いくと、県内どこにいても、いろいろなことが情報共有できるようになる

と思う。 

 

教員の研修の立場からも発言いただいた。おそらく、本年度、教員研修

の体系はかなり変わると思えるので、参考にしていただきたい。 

 

検討する。 

 

 今、県と市町村との連携で、現在、どこでどんな県の催し物があるとい

うことを全部発信していただいているが、千葉は広いので、南房総の方に

住む私たちは、個人で行くとなると、なかなか行きづらい。それを何名以

上集まれば送迎してもらえる等、サービスの向上はできないものか。市町

村と県との話し合いになると思うが、現実では市町村は、予算が本当にな

い。参加したいけれども、行けないとか、そういう言葉がすごく多い。そ

ういう連携があると、もっともっと幅広い市民の人たちが足を運んでいた

だけるのではないかという希望である。 

 

 これからの県立博物館という部分を見ると、博物館は、資料の収集と展

示、活用ということで、企画展示で人を集めようということをやっている。

このアからカまであることを忠実にやると、高田委員が言ったように、効

果測定は入場者数である。入場がどのぐらいあったかを見ていくと、妖怪

などいった、全く関係ないイベントに人が集まったりする。香取神宮展等

の地元のもので価値のあるものを企画すると少ない入場者ということがあ

り、入場者数で測定されると、地道にやっている事業は大変なことになる。

そういう部分を、やはり建前と本音があるのかもしれないが、うまく取り

上げながら、人をいかに呼び込むか、いかに効果を出すかということも大

切だ。テレビの場合も、よい番組は視聴率が悪いというのもある意味事実

である。視聴率が悪いと良い番組でもスポンサーがつかなくなくなってし

まう。今のテレビの現状は、視聴率がとれるために、どこのチャンネルを

見ても同じようなタレントが出ており、結局、日本人の性格もあるが、そ

ういう見てもらえるところにスポンサーがつく。非常に悪循環になってい

る。こういう部分があるので、県としては趣旨をきちんと守りながら博物

館運営をしていただければ、よいと考えている。 

 

 今、話を伺いながら、議事録を自分で取るためにｉＰａｄを開いている

ものですから、博物館のホームページを見に行ってみた。本当に見やすく

てわかりやすいホームページであった。 

現状、各ＰＴＡは、学年活動や全体活動を行うにあたり、講演に来てく
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ださる方や、新しい講座等を常に探している。学校の先生方だけでなく、

ＰＴＡの方にも、「学芸員さんが来て、こんな講座を開いてくれる」という

お知らせもあると、文化に親しむという意味でも、博物館職員に来てほし

いという要望がきっと出てくると思った。 

 実は私の子供の学校が、多分、佐原の方から、勾玉づくりで来ていただ

いたことがあった。子供たちが実際に歴史を知るときに、写真だけを見て

勾玉は石を削って作った物であると知る場合と、勾玉づくりを自分たちで

体験することでは、歴史がより身近になるという効果に大きな差があった。

その活動が学校の授業ではなく、ＰＴＡの学年活動という形で毎年行われ

ていた。是非、情報発信の中に今後も、ＰＴＡで事業展開できる内容があ

れば、是非掲載をしてほしい。 

 

 今、委員のほうから、いろいろなところに出向いて、そういった有益な

話ができる専門職員がたくさんいるという、それをもっと見える化しては

どうかという意見もあったが、それについては、在り方の中で人的資源の

可視化という言葉を使って表現している。確かにいろいろな専門職員がお

り、どういうことをやっているのかについて、記載してあるページはある

が、そのページにたどり着くのが難しいという現状もあると思うので、さ

らなる工夫を重ねていきたい。 

 

在り方には、かなり充実して書いてあるので、付け加えることがそんな

にあるわけではないが、２つほど、できれば入れていただいたほうがよい

と思った。１つは「博物館資料の収集と保管」のところに、近現代資料も

含めてだと思うが、それだけではなくて、長期的な収集計画を立てるとい

うことをどこかに入れていただきたい。千葉県の場合、豊かな自然がある

ことは十分承知しているが、それ以外の資料についても、どういうふうに

集めるかを少し加筆してほしい。 

 それからもう１つは、博物館だけがやることではなく、公民館など、い

ろんなところでやらなければならない内容ではあるが、周知のとおり２０

年後ぐらいを考えると、高齢化問題が結構深刻さを増すことはさけられな

い。そういうことを考えると、高齢化社会を迎えたときの博物館がどうい

うことができるのかを、どこかに入れてもらいたい。 

 私が現場へ出た頃というのは、まさに将来を担う子供たちにスポットを

当てていた。大学もそうであったと思う。これから社会に送り出す学生た

ちを教育するところだと言っていた。それが今や、６０歳を超えてからや、

６５歳の定年後の３０年をどう生きるかというところに、大学がどのよう

に寄与するかということが問われている。博物館は実際にやっているとこ

ろも既にあるようだが、在り方の中に高齢化問題も入れながら、どういう
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企画をおこなうべきか等に触れてほしい。博物館でなければできないよう

なことも多くあるのではないかなと思うし、教育普及に千葉県の博物館も

貢献していることをアピールすることが大切である。 

 

２つの視点をいただいた。他にいかがか。 

 

「博物館資料の収集と保管」でＭＬＡ連携の強化について、資料に記述

されている。私ども図書館関係者は、博物館には高度で専門的な学芸員の

方々がいて、とても頼りにしている。公共の図書館は、市民の皆様がいつ

でも、ちょっと調べてこようか、ちょっと司書に聞いてみようかという形

で気軽に集まってくる場所である。こういった、それぞれの館の特徴を生

かして、その利用者の要求に応えていけるように連携を強めていけたらい

いなと、今回ここに参加して感じた。 

 

そろそろ予定した時間になったが、他に意見があればいただきたい。最

後に私から１つ質問する。先ほど少し話題になったが、２１ページの博物

館資料救済ネットワークは、東日本大震災後に協会の方が取り組んだこと

である。急遽取り組んでいたと記憶しているが、あれはうまくいったのか。

課題がものすごくあったと聞いた覚えがあるがいかがか。 

 

県が直接に関わっている訳ではなく、公立、私立、個人の博物館が加盟

している千葉県博物館協会という団体が構築しているものである。加盟団

体は全部で７０である。東日本大震災の経験を活かし、災害が起きた時に、

被災してない館が被災した館の資料を救いに行くという取り組みである。

千葉県は広いので、ブロック分けして、連携を図っている。まず、どの館

にどんな資料があるのか、みんなで情報を共有している。そして、毎年打

ち合わせと顔合わせ、３月１１日には情報伝達訓練をやっている。ただ、

博物館と一口に言うが、水族館があり、資料館、美術館があり、ばらばら

であるし、例えば水族館の資料は歴史民俗資料館の人間は全く取り扱いも

できないしというのでいろいろ課題がある。そこについて、お互いの収蔵

庫を見学したりして、日々情報共有を進めるということを継続しており、

もし今後、大惨事があった場合に、そういった機能が果たせるように、各

職員は情報伝達、連携に努めている。今後も、経過を見守っていきたい。 

 

本日の審議は大体このあたりで一旦打ち切ってよろしいか。たくさんの

貴重な意見をいただいたので、これらの意見をしっかり記録して、次回の

会の事務局案として反映していただきたい。 

 これ以外に事務局のほうで用意された議事があるか。 
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 ありません。 

 

  

４ 報 告 

（１）平成３０年度の社会教育施策について【社会教育委員会議の取り扱い】 
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議長 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では一括して、今の報告について質問があれば受け付けたい。 

 

４ページにある学校卒業後における障害者の学びの充実という点である

が、現在行っている、また今後企画しているものが具体的にあったら教え

てほしい。 

 

 先ほど簡単に触れたが、今、県民プラザのほうでさわやか青年教室とい

ったものを実施している。説明では、事業名だけ述べたが、具体的には障

害をある方々に集まっていただき、レクリエーションをやったり、あるい

は文化的活動をやっていただいたりといったようなプログラムを実施して

いる。社会に出ていく機会や生涯を豊かにするための学びの機会が少なく

なりがちな方々に、人との出会いや学びを提供している事業である。加え

て特別支援学校のＯＢや前年の卒業生を中心にという形になるが、複数の

特別支援学校で連携しながら、卒業した後も、人とのつながり・社会との

つながりをつなげていこうとしている取り組みもある。 

 また、未定ということで、正式な報告にはできないが、文部科学省から

も現在、研究委託の募集がかけられており、申請中である。こういったも

のも活用していきながら、障害者に関連する団体等とも連携を図りつつ、

障害のある方々の生涯学習に関する事業の充実に努めていきたい。 

  

４ページの子どもの読書活動推進事業は３つの取り組みが記載されてい

るが、大変よい取り組みだと思う。例えば子供の発達段階に応じたリーフ

レットについては、図書館関係者は、とても重宝に使わせていただいてい

る。また、千葉県子ども読書の集いというのが５月に開催されているがこ

れもよい。 

 ３点目の公立図書館と学校の連携を図るための研修会も参加させていた

だいたことがあるが、他の市町村や学校の取り組みがわかって、よい研修

会だと感じている。しかし、この研修会は毎年８月に行われていると思う

が、公共図書館は８月が大変忙しくて、学校の先生との関係もあるとは推

測できるが、これは毎年８月ということで固定なのか。 
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事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 必ずしもというわけではなくて、今年度も８月を予定させていただいて

はいる。大変申し訳ないが、図書館の方が忙しい時期という認識を正直余

り持っていなかった。今後、開催時期等については、検討させていただけ

れば思う。 

 

この研修会は大変よい取り組みだと常々感じているので、できたら検討

してほしい。 

 

 質問は他にいかがか。よろしいか。 

 事務局、その他の報告があるか。 

 

 ありません。 

 

 これで議事・報告が終わったので、ここで進行を事務局に返したい。 

 

   

 

４ 諸連絡 

   

５ 閉会 

 


